
食品を (A) 販売する
(B) 試飲・試食など無料で提供する（委託はAに該当する場合もあります）

食品を
(Ｃ)調理販売する
(Ｄ)包装品を未開封の

まま販売する

営業許可不要（営業届が必要な場合があります）

A

C

B

D

はいいいえ

（E）次のいずれかに該当する

ア 盆踊り、夏祭りなど町内会のお祭りで、町内会のメンバーが調理販売

する場合

イ 社会福祉施設、保育所などの施設で、その施設のメンバーが、入所者

や地域住民などを対象に調理販売する場合

ウ 学校や幼稚園などの施設で、その施設のメンバーが、文化祭やバザー

など教育を目的として調理販売する場合

エ 普段は食品の調理販売を行っていない地域団体や福祉団体（ボーイ

スカウト、ガールスカウト等）が活動地域で調理販売する場合

オ その他、業に該当しないと保健所が判断する場合

相談先：千葉市保健所食品安全課食品指導班

TEL 043-238-9934


